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第３回 政府と市民セクター等との公契約等のあり方等に関する専門調査会 議事録 

 

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－ 

１ 日時： 平成 23 年２月 23 日（水）14:00～ 16:07 

２  場所： 第４合同庁舎 406 特別会議室 

３．出席者： 

  （専門調査会委員出席者） 

  市原 兼久  愛知県県民生活部社会活動推進課主幹 

  稲継 裕昭  早稲田大学大学院公共経営研究科教授 

岩永 幸三  佐賀県監査委員事務局副監査監 

駒崎  弘樹    特定非営利活動法人フローレンス代表理事 

塚本 一郎  明治大学経営学部公共経営学科教授 

濱口 博史  弁護士 

松原 明   特定非営利活動法人シーズ・市民活動を支える制度をつくる会副代表

理事 

横石 知二  株式会社いろどり代表取締役社長 

吉田 純夫  市民討議会推進ネットワーク代表、ＮＰＯ法人みたか市民協働ネット

ワーク理事 

（「新しい公共」推進会議委員出席者） 

寺脇 研   京都造形芸術大学芸術学部教授 

藤岡 喜美子 特定非営利活動法人市民フォーラム２１・NPOセンター事務局長、 

一般社団法人日本サードセクター経営者協会執行理事兼事務局長 

（政府出席者） 

河野 栄次  内閣府参与 

宮崎 徹   内閣府参与 

山内 健生  内閣府官房審議官（経済社会システム担当） 

井野 靖久  内閣府政策統括官（経済社会システム担当）付参事官（総括担当） 

 

４．議題： 

・  市民セクターと政府の関係のあり方について 

・  意見交換 
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－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－ 

 

○稲継座長 定刻より若干早目ですけれども、皆さんおそろいになられましたので、ただ

いまより「政府と市民セクター等との公契約等のあり方等に関する専門調査会」を開会い

たします。 

 本日は井上委員は所用により御欠席となっております。また、本日は推進会議の方から

オブザーバーとして寺脇委員、藤岡委員に御参加いただいております。 

 最初に、事務局で実施している調査について中間報告をいただきたいと思います。本専

門調査会での検討に資するため、事務局において２つの調査を進めていただいております

けれども、１つは地方公共団体における「新しい公共」の担い手との協働に関する調査、

もう一つは「新しい公共」を支える法人制度に関する調査の２つの調査を進めていただい

ているわけですが、現在までの調査の状況について事務局から御説明をお願いいたします。 

○井野内閣府参事官 それでは、御説明させていただきます。お手元の資料の中で参考資

料１、参考資料２につきまして御説明させていただきます。 

 参考資料１でございますが「地方公共団体における『新しい公共』の担い手との協働に

関する調査（中間報告）」ということで、中間報告でございます。この調査は地方公共団体

のうち行政のビジョンに「新しい公共」の担い手と、政府との関係を位置づけているもの

につきまして、その位置づけ及び具体的な協働の取組みについて調査をいたしてございま

す。全体では 30 ぐらいの自治体について調査をしておりますが、本日の資料ではそのうち

先行しております６つぐらいの事例について、御紹介させていただきたいと思っておりま

す。 

 ２枚おめくりいただきまして、まず滋賀県の事例がございます。この資料はどういうふ

うにつくらせていただいているかということを御説明いたしますが、一番上の方に「総合

的ビジョン」と書いておりますけれども、その自治体の非常に大きな基本構想のようなも

のの中で、どのように市民セクターの位置づけですとか、協働の取組みに関する規定がな

されているかという一番上位概念から始まりまして、その下に「協働の考え方・指針」と

いうことで、どのようなものを自治体として持っているか。そういった基本的な考え方の

下で実際に「対話の仕組み」ですとか「個別事業実施の手引き」のようなものが、実際に

どういうものに基づいてやっているかということを、下の方にまとめております。一番下

のところでは「協働事業実施のための制度」として、自治体がどういうことをやっている

かということも調べた内容を記載させていただいております。 

 以下、特徴的なところについて御説明をさせていただきますが、例えば滋賀県の場合で

は、下から２つ目の「個別事業の実施の手引き」で多様な主体との協働を進めるためのマ

ニュアルというものを持っておりまして、ここでは県が委託を行う場合には、協働の相手

方を選定する際に、企画提案公募で審査に基づき行うことが望ましいとされております。

その際に特にＮＰＯの特質を活かして委託を行うことが望ましい場合には、ＮＰＯからの
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企画提案を公募するという形でございますけれども、そうでない場合には広く企業を含め

た他の団体も対象にして行うというものでございます。 

 その下の協働提案制度でございますが、ここでは個人・団体から協働事業を募集して、

提案者が随意契約で事業を実施する。委託、補助、共催等のどの手法で行うかを提案者が

選択して提案することができる形になっております。県がテーマを提示して募集する応募

型ですとか、自由な発想で多様な主体から提案される創造型の２つに分けてやっていると

いうことでございます。 

 こうした事例を幾つか集めてございますが、次のページの東海市を見ていただきますと、

ここでは上から２つ目の箱にとうかい協働ルールブック 2006 というものがありますけれ

ども、こういったものを定めて、一番下を見ていただきますと、まちづくり協働推進事業

の中で、応募資格の中にとうかい協働ルールブック 2006 に署名した団体であることを資格

要件として、事業を進めているといった事例があるということでございます。 

 川崎市を見ていただきますと、下から２つ目の箱ですけれども、ここでも協働型事業の

ルールというものを定めておられまして、ＮＰＯと協働で行う事業について、その原則で

すとかいろんな実施の各段階におきまして、市民と行政が互いに尊重するルールを定めて

おります。 

 我孫子市では、下から２つ目の箱にありますように、ＮＰＯとの協働を実りあるものに

するための７つの原則ということで、市職員向けに原則を定めた上で、一番下のところを

見ていただきますと、提案型公共サービス民営化制度ということで、市のすべての事業を

公表して民営化の提案を募る制度を持っているということでございます。 

 以下あと２つ、石巻市、大野城市といった事例も付けさせていただいておりまして、こ

うした先進的な自治体の事例なども参考にしながら、本調査会での市民セクターと政府と

の関係の在り方について、議論を深めていただく際の参考にしていただければと思ってお

ります。 

 参考資料２でございますが、こちらは少しテーマが違いまして、法人制度の在り方に関

する調査でございます。法人制度の在り方につきましても本調査会での検討課題の１つと

されておりますので、現在、事務局では国内調査と海外調査に分けて実施させていただい

ております。そのうち先行しております国内調査につきまして、現段階での中間的な御報

告でございます。 

 この調査は日本で現在活動しております社会的企業等に対しまして、その活動状況や資

金面、活動上の課題などにつきまして直接ヒアリングを行いまして、法人制度の在り方を

考える上での参考にしようというものでございます。この資料の中ではヒアリングの結果

が後ろの方にありますけれども、その前段階として基礎的事項の整理といたしまして、法

人制度に関しましてこれまでに推進会議等でいただいておりますいろんな御提案について

も、簡単にまとめたようなものを付けてございます。 

 例えば３ページ目は、本調査会の委員でもあります駒崎委員が「新しい公共」円卓会議



4 
 

のときに御提案いただいた、社会事業法人に関してまとめさせていただいたものでありま

すけれども、ここでの御提案では株式を発行して資金調達をするとともに、収益事業を行

いやすい形の法人制度の御提案でございます。株式会社とＮＰＯの特徴を併せ持つ形の御

提案でございます。 

 めくっていただきますと日本型社会的協同組合とありますが、推進会議の加藤委員から

の御提案でございます。ここではイタリアの例を参考にしておられまして、協同組合を社

会的に発展させるような形の形態の御提案でございます。協同組合の利点とＮＰＯのよさ

を兼ね備えた日本型の社会的協同組合の御提案でございます。 

 そのほか５ページ目のところでは、社会的事業所に関しまして資料を付けさせていただ

いております。これは若干タイプが違うものだと思いますけれども、障害のある方を積極

的に雇用して、その社会的自立を支援していくという事業所に対して、ここでは滋賀県の

例を挙げておりますけれども、滋賀県におきましてはそういう事業所を対象として、助成

金などを与える自治体の制度を持っているところであります。こういった事業所について

も御提案をいただいているところでございます。 

 ６ページからは、現状において日本の社会的企業はどういう類型に整理することができ

るのかというところを、ちょっと簡単にまとめたものであります。３つ縦に箱が並んでお

りますけれども、一番左は営利法人が社会的活動を行うような場合。真ん中でございます

が、非営利法人が事業性のある活動を実施していくような場合。これはいろいろ現状の法

人形態でやっているところがあるということでございますし、一番下のところでは２つ以

上の非営利法人制度を併用して事業を行う場合もあるということでございます。一番右側

では営利法人と非営利法人両方の法人制度を併用して、事業を行っている場合もございま

す。 

 ７～８ページ目につきましては既存の資料のコピーでございますけれども、日本の法人

制度、７ページ目が営利法人でございまして、８ページ目が非営利法人ですが、それぞれ

の法人制度の特徴をまとめた資料を付けさせていただいております。 

 ９ページ目も既存の資料ですが、法人制度のメリット・デメリット。これは余り包括的

に細かく書いてございませんけれども、主だったものについて整理している資料がありま

したので付けさせていただいています。 

 10 ページ目からがヒアリングの中間報告でございますが、先ほど申し上げましたように

社会的企業等に対しまして、自らの活動や課題、自らの経験を踏まえた意見などについて

ヒアリングを行っているところです。中間支援組織ですとか有識者に対しましても、それ

ぞれの立場から見た社会的企業の法人制度に関連する課題や論点などについて、御意見を

いただいているところでございます。 

 社会的企業の関連でいきますと、時間の関係で全部御紹介はできないと思いますけれど

も、例えば 11 ページ目を見ていただきますと、１つの例といたしましてＮＰＯ法人ＮＰＯ

京都コミュニティ放送、これは株式会社の京都ラジオカフェという形態と併用して事業を
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行っておられるところでございますが、こちらはコミュニティ放送として自らラジオ番組

を作成し、情報発信をしたい人を相手にいたしまして、そのサポートを行っていくという

ところであります。左下の５行目にありますように、番組づくりのお手伝いはＮＰＯ、株

式会社とも実施をしているが、株式会社の方が手厚くサポートして、それなりの費用をい

ただくというようなことだそうであります。 

 こちらからいただいた御意見といたしましては、右の方の下半分、法人制度についての

①に書いてございますけれども、１つは放送局立上げの初期費用を調達するために株式会

社を立ち上げました。②にありますように、資金面の問題が落ち着けば、今後ＮＰＯに一

本化する方がいいかもしれない。ユーザーからは両方があることでわかりにくく、一本化

をしていけば業務上の連絡がうまくいかないといった問題も、解消できるのではないかと

いった御意見があります。 

 その下のところを見ていただきますと、株式会社をつくったのは初期費用を調達するた

めに仕方なくつくったということです。行政、地域コミュニティ、学校、企業などの賛同

をいただいて番組づくりをしたいという思いを大切にすると、ＮＰＯ法人であることが必

要であるということで、こういう気持ちを持ってやっておられるということでございます。 

 12 ページ目は子育て情報の発信をしている株式会社兼ＮＰＯ。 

14 ページ目は株式会社グローバルコンテンツ。ＮＰＯ法人も併用されていますけれども、

在日外国人を相手にインターネットを用いた多言語情報サービスを提供しているところで

す。 

15 ページ目はココ・ファーム・ワイナリーということで、知的障害を持った人たちとワ

インづくりをされているところで、すべて御紹介することは時間の関係で割愛させていた

だきたいと思いますけれども、そういう形でいろいろ直接お聞きした事例について御意見

をまとめさせていただいております。これも全体で 30 ぐらいヒアリングを進めているとこ

ろでございますので、また全体の調査が終わりましたら皆様の御参考にしていただけるよ

うに、御報告させていただきたいと思います。 

とりあえず、資料の御説明は以上でございます。 

○稲継座長 ありがとうございます。次に駒崎委員から休眠預金に関する調査について資

料を御提出いただいておりますので、御説明をお願いします。なお、推進会議の坪郷委員

からも休眠預金に関する参考資料を御提出いただいておりますので、御紹介いたします。

では駒崎委員、お願いします。 

○駒崎委員 ありがとうございます。私の「日本における休眠口座基金の創設プランの策

定」という資料を基に、簡単なプレゼンテーションをさせていただきたいと思います。 

 おめくりいただきまして目次でございます。今日の流れは早速なんですけれども、日本

版休眠口座基金（案）を御提示したいなと思います。この日本版休眠口座基金ができたら、

こんないいことがありますということを御説明し、最後にこれからどうしていくのかとい

うことを御説明したいと思います。 
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 それでは、日本版休眠口座基金（案）なんですけれども、３シート目でございます。日

本版休眠口座基金のスキームはこちらです。まず金融機関が今それぞれ持っている休眠口

座は、なかなか国民がアクセスしづらい状況にあります。だけれども、諸外国ではあると

ころに聞けば、あなたの休眠口座は何々銀行にありますよと教えてくれます。それがネッ

ト上であったりとか、リアルのところであったりします。いずれにせよ、そうした休眠預

金の照会システムを金融機関横断でつくり上げます。そうすることによって、預金者が自

分たちの休眠預金を取り戻しやすくなるということで、国民の便益を上げることになりま

す。 

 しかし、そうはしてもなかなか現れてこない、休眠のまま眠ってしまうという口座がご

ざいます。ですので、それを金融機関から休眠預金管理財団というものに寄付をしていた

だきます。これは韓国の方式でございます。韓国では寄付をしてくれた金融機関に対して

税制優遇等のメリットを与えることによって、いつも益金処理をしていた金融機関にとっ

てはなかなか嫌な話ではございますが、それを喜んで協力するというような形にさせしめ

たという事例がありますので、同様な形で金融機関には御協力いただく。そして、外に休

眠預金管理財団を設けまして、こちらが透明性の高い運営を行っていくんですけれども、

当然公的な色合いを帯びますので、金融庁等が規制や監督をしていくことが必要になろう

かと思います。ですので、国民の休眠預金は国庫に入れたり、あるいは債務を返済するの

に使ったりするのではなくて、きちんとこのためのバジェットとして切り分けた形で、か

つ、民間が主体になり、透明性高くやっていくという形が望ましいと思います。 

 この休眠預金管理財団が、今度は直接ひとり親の方や困っている方々に貸し出すという

わけではなくて、全国のＮＰＯバンクあるいは児童相談所、ＤＶ防止センター、中間支援

組織、大学といったところに対して無利子に近い形で貸し付ける。地域に密着したこうし

た機関が個々の困っている方々、問題を抱えた方々に対してアクセスしていくという形を

とる仕組みが、より地域に根差した小さな金融というものを実現しやすくなるのではない

かと思っております。これが大まかな日本版休眠口座基金のスキームでございます。 

 次のページをおめくりいただきまして、このアライアンスの形なんですけれども、こち

らにいらっしゃる委員の方々で中間支援組織あるいは大学、自治体の委員の方々がいらっ

しゃると思います。そうした皆さんが御所属されている機関と積極的に提携していき、そ

ちらの方にお貸しさせていただき、その機関が直接最終受益者の方に低利子で貸し出す。

そうすることによって、その中間支援組織も利子である程度お金が入ってきますので、持

続的に事業を行うことができるでしょう。 

例えばＮＰＯバンクの方はひとり親、地域にいらっしゃる外国人あるいは多重債務者と

いった方々を助けることができますし、ＤＶ防止センターの方はＤＶを受けている方々に

貸付けができるでしょう。更に中間支援組織の皆さんは、これから起業しようとしている

社会起業家に企業貸付のような形でできるでしょうし、あるいは大学は大学生に対して奨

学金の形で貸付けができるだろうと思います。 
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 このような貸付けは大きく大別すると２種類ございまして、１つは政府がなかなか行い

づらい、緊急性あるいは即時性が求められる支援です。こうしたものにフットワーク軽く、

身軽にできる支援の形も求められていますので、そうした領域。 

 ２つ目は、こちらも政府が苦手なきめ細かい、そして育成的な手法が求められる支援で

す。社会起業家を支援したりであるとか、大学生を支援する。なかなか政府ができること

ではありません。ですので、こうした政府ができないところを民間のスキームにおいてや

っていくことが、このモデルの眼目でございます。 

 このモデルが実現した場合、もし毎年発生する休眠口座 1,000 億円のうち、３割だけで

も生かせたらどんないいことがあるのかを御説明したいと思います。何で３割かといいま

すと、全銀協のヒアリングによると４割が後で返してくれと言ってくるので、据え置いて

いますということです。ですので、銀行のポケットに入っているのは今６割です。その６

割のうちの半分しか使えなかったと仮定して、そうした保守的な見積もりで何が起きるか

を御説明します。 

これはすべて細かく説明すると時間がないので簡単に御説明しますと、まず例えば児童

養護施設の子どもたちが大学に進学する際にネックになるのが生活費でございます。こう

した４年分の生活費を低利子で貸し付けてあげることが可能です。これができれば大学進

学を望む児童養護施設の子どもたちが仮に半分だとしても、その子たち全員に対して貸付

けが行えることになります。 

次のページに行っていただいて、例えば阪神・淡路大震災のような災害時のときに貸付

けが必要になってきます。家が壊れた、お金がない。そういった人たちに緊急の貸付けと

いうことで、例えば 20 万世帯の方々に対して 15 万円貸し付けることもできます。 

更に緊急医療分野。例えば腎臓移植で海外で移植しなければいけない。海外ですので保

険が効かない。そうした場合１億 8,000 万ぐらいかかるんです。この１億 8,000 万は皆さ

ん寄付を集めていらっしゃいますが、なかなか足りないという場合もございます。そうし

たときに１億 8,000 万貸してあげますということもできるんです。人の命を救えるマイク

ロファイナンスが可能になります。現在心臓移植を望む 163 人に丸々１億 8,000 万を貸し

てあげたとしても、助けられるという額でございます。 

更に多重債務者の債務一本化のための費用というのも貸し出すこともできますし、それ

によって日本の多重債務者全員の債務一本化することもできます。 

ホームレスの方が再スタートしなくてはいけない。そうしたときに 200 万円程度かかる

んですけれども、ホームレスの方々に 200 万円貸し付けるということで、ホームレスの方々

の社会復帰も日本のホームレスで望む人全員に貸し付けることが可能になってきます。 

このように 300 億円というお金があれば、かなり大きな社会的インパクトを与えること

ができ、多くの困っていらっしゃる方々に対して支援の手を差し伸べることができる。非

常に大きな可能性を持っているのではないかと思います。 

最後まとめますと、日本版休眠口座基金は預金者が休眠口座を探しやすい照会システム
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をつくり、銀行にメリットのあるような寄附税制優遇措置を考案し、そして透明性の高い

受入れ外部財団をつくることによって、この３点セットによって日本でも創設可能なので

はないかと思います。 

基金に関しては、これをＮＰＯ業界やいろんなところに助成によってばらまくというこ

とではなくて、どちらかというと貸出しのみに活用していくことが望ましいのではないか

と思っております。更に、その財団が直接エンドユーザーに対して貸すということでは、

なかなかきめ細かくなりませんので、ＮＰＯバンクやソーシャルコストを支援しているＮ

ＰＯに対して貸付ける。つまり機関融資をメインにすれば基金の運用リスクを低く抑える

ことができます。 

仮に３割しか活用できなかったとしても、大きな社会的インパクトを与えられます。で

すので、これを政府の債務補填あるいは国庫への繰入れということではなく、民間でしか

できない、緊急性が高い、きめ細やかな支援に使っていくべきだと考えます。そして、そ

の財団というのはガラス張りにして、きちんと金融庁等の監査下に置き、ガバナンスには

きちんと留意することが必要になってくると思います。 

最後に、こうしたスキームが実現するために、次にはどんな法律を作成する必要がある

のかというところで、試案の条文をつくっていきたい。法案のたたき台をつくっていきた

いと思っておりまして、それは法律事務所さんがプロボノ参加してくださっていますので、

彼らとともにつくり上げていきたいと思っております。是非御意見等いただけたらと思い

ます。 

○稲継座長 どうもありがとうございました。ただいま御説明のありました調査につきま

して３つ、自治体の調査、法人制度についての調査、休眠口座についての調査の御説明が

ございました。これにつきまして御質問、御意見などございましたら、どなたからでもお

願いしたいと思います。いかがでしょうか。寺脇推進会議委員、どうぞ。 

○寺脇推進会議委員 質問というよりは、ここでこういう話が最初に出て、その後、親委

員会というか本会議の方でも議論がありまして、これは是非私たちの願い、委員の間の願

いとしては実現してほしいということもあって、十分調査をして検討をしてほしいといっ

た経緯がございます。 

 そういう意味で、本委員会でもこのことについて多数の委員が強い関心を持っていると

いうことを、最初にお伝えしておきたいと思います。 

○稲継座長 どうもありがとうございます。ほかにございますか。よろしいでしょうか。

では、調査については続けていただくということでお願いいたしたいと思います。 

 それでは、次に本日の議題に入りたいと思います。前回の調査会での御提案を受けまし

て、本調査会の成果物の骨子と、盛り込むべき事項を委員の皆様から事務局に御提出いた

だきました。御協力どうもありがとうございました。そのうち市原委員、岩永委員、駒崎

委員、塚本委員からいただきました御意見につきましては、お手元に資料として配付させ

ていただいております。いただいた御意見に基づいて事務局の方で市民セクターと政府の
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関係について、資料１として整理をいただきました。また、成果物とりまとめに向けた今

後のスケジュールにつきまして、資料２にまとめていただいております。 

 では、事務局の方から御説明をお願いいたします。 

○井野内閣府参事官 それでは、御説明いたします。資料１をごらんください。「市民セク

ターと政府の関係のあり方について（メモ）」というものでございます。ただいま座長から

もお話がありましたとおり、委員の皆様方からいただいた御意見を基に事務局でも検討さ

せていただきまして、市民セクターと政府の関係の在り方として考えられる内容につきま

して、メモにしたものがこの資料でございます。実は事務局で検討をしている過程で、も

う少し成果物に近いイメージをお示しできないかとも思ったところなんですけれども、い

ろいろ委員の皆様からいただいた御意見の中には、具体的な内容もさることながら、基本

にさかのぼるような御意見もいろいろ多くいただいておりました。 

 例えばイギリスのコンパクト的なものを導入することが望ましいという前提にあるよう

だけれども、そもそも現地でのコンパクトの課題が十分検証されているのか疑問といった

ような御意見。コンパクトのパートナーとなるＮＰＯの範囲を規定すること自体、日本の

ように非営利法人制度が縦割りで複雑な国では困難ではないかといった御意見。いろいろ

論点を整理する必要があるのではないかということで、日本版コンパクトと言いますけれ

ども、それは何を目的として何を理念とするのか。なにゆえに正当性を持つのか。法的な

ものでないとしても拘束力を持つことができるのか。日本版コンパクトに弊害はないのか。

そういうようなことを踏まえて日本版コンパクトは置くべきかといったような、いろいろ

なそういった御意見もいただいたところです。 

 事務局といたしましてもいろいろ検討をいたしましたが、いかなるものをつくって本調

査会、「新しい公共」推進会議の成果物としていったらよいのかについて、なかなかイメー

ジがまだ浮かんでいないと我々は印象を受けております。そういうことで今回はいただい

た御意見を基に、メモの形にとどめさせていただいております。とはいえ、多少形をつけ

たものがないと議論も進まないということがあると思いますので、これを基に議論を進め

ていただければと思っております。 

 資料でございますけれども、最初に２つパラグラフがございますが、最初に問題意識を

書いてございます。さまざまな主体が積極的に公共的な財・サービスの提供主体となる「新

しい公共」を推進する上で、「新しい公共」の担い手と政府の関係の在り方に関して、共通

の認識を持っておくことが必要である。 

 本ペーパーの性格といたしまして、以下では特に「新しい公共」の重要な担い手である

市民セクターと政府との関係に焦点を絞り、その関係のあるべき姿に関する事項を暫定的

に整備したというものでございます。 

 中身でございますが、１．～３．に分けて書かせていただいております。１．と２．は

簡単にまとめておりますが、最初に市民セクターと政府の対話・協働の意義ということで

３点、公共ニーズの的確な把握と対応、公共サービスの質の向上、関係者の参加・討議に
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よる円滑な合意形成を挙げさせていただきました。 

 ２番目に基本的な考え方といたしまして２点でございます。市民セクターと政府は対等

な関係の下、相互に自主性、自律性を尊重し、必要に応じて公共ニーズに応えるために協

働するということが１点。もう１点目は、その際には市民へのアカウンタビリティを確保

するという点でございます。 

 ３．といたしまして、より具体的に関係の在り方について整理させていただいておりま

す。まず最初に政策の企画・立案段階での関係の在り方でございますが、ここでは２点挙

げております。政府は市民セクターに対しまして、参画する機会を可能な限り確保すると

いうこと。２ページ目の方にいきまして市民セクターでございますが、草の根のニーズや

課題を発見して、その解決に向けた提案を行うということでございます。 

 次に四角で囲って具体的な事例、地方公共団体における取組みの事例を、先ほど最初に

御説明いたしました資料などを基に、少し具体的に示してイメージがわくようにしており

ます。例えば愛知県ではＮＰＯと行政が特定の課題についてオープンな議論を行い、具体

的取組み、役割分担などを議論する協議の場を検討しているということでございますし、

三鷹市、札幌市、新宿区などでは、無作為に選ばれた市民によるグループで特定のテーマ

について討議をして、行政等への提言を行うという市民討議会を活用しているということ

でございます。東海市におきましては、市民参画推進委員会というものが公募の委員と推

薦の委員で構成されておりまして、こういったものを設置して達成すべき生活課題や町づ

くり指標などを策定しているということで、政策の企画立案段階でいろいろ関係を築きな

がらやっているということでございます。 

 次に、政策の実施段階における関係の在り方でございますが、ここではまず政府はアウ

トカム目標を可能な限り設定するということ。市民セクターの創意工夫が生かされるため

の仕組みを取り入れますということ。３つ目のポツにありますのは、政府は協働事業の実

施事業者を透明で公正なプロセスにより選定。ただし、その際に経済的価値だけではなく

て、社会的価値についても盛り込むといったことも書いてございます。４点目はフルコス

トリカバリーに向けた話でございますけれども、政府は市民セクターと委託契約を締結す

る場合に、適切な水準の間接経費についても必要な配慮を行う。政府は協働事業の実施後、

相手方との共同でその効果を検証・評価し、他の事業に生かすということでございます。 

 ここでも３ページ目の上のところに具体的な事例を３つばかり挙げております。我孫子

市の例は先ほども資料で御説明いたしましたけれども、市の全事業を対象に民営化や委託

の提案を募集して、審査を経て提案の採否と事業者の選定方法を決定する取組みでござい

ます。佐賀県でも協働化テストということで、県のすべての業務を対象にして協働の提案

を募集しております。滋賀県では協働提案制度ということでございますが、これは既存の

事業だけではなくて、新しい事業も含めて応募型、創造型２つのタイプで協働の提案を募

集して、審査を経て採否を決定するという取組みでございます。 

 ３ページ目の下の方からは環境整備と書いてございますけれども、政府と市民セクター
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の間の関係を築くために必要となる環境整備について、どういうことがあるかということ

でございます。 

 活動面における環境整備といたしまして、政府は公共サービス分野における参入規制を

見直し、法人間のイコールフッティングを進めるですとか、政府、市民セクターはそれぞ

れまたは相互に協力して、非営利活動について市民の関心・共感を喚起するための活動を

行う。 

 人材面におきましては、政府は、市民セクターと政府との間の人材交流を促進するため

の環境整備を行う。これも政府ですけれども、個人や団体による社会貢献活動（ボランテ

ィア、プロボノ等）への参加を促進するための環境整備を行う。 

 最後に資金・情報面における環境整備ということで挙げておりますけれども、政府は市

民セクターの活動を支える資金供給、すなわち寄附などですが、これを促進するため、情

報基盤など必要な環境整備を行うということで、ワーキンググループで今、検討いただい

ているようなことでございます。 

 ４ページ目で、市民セクターは政府による補助金・助成金を期待するのではなく、自ら

ファンドレイジングを行うよう努める。 

 もう一点、市民セクターは財務情報ですとか活動情報等について、ウェブサイト等を使

って積極的に開示・発信を行う。 

 簡単でございますが、以上のようなことをまとめさせていただきました。これを基にま

た議論を深めていただければと思っております。 

 資料２は「今後の進め方（案）」でございます。左側に「新しい公共」の推進会議、それ

との関係で専門調査会の進め方ということでございますが、今この専門調査会の下での情

報ワーキンググループがありまして、これが３月中には報告をいただけることになってお

りますので、最終的には推進会議に御報告をして、推進会議から提言の形で出していただ

くことを念頭に置きまして、本日は一番上の２月 23 日でございますけれども、３月に入り

ましてもう一度ぐらい、この市民セクターと政府の関係の在り方に関して御議論をいただ

いた上で、３月下旬には関係の在り方の話と情報ワーキンググループの報告を一旦ここで

まとめて、推進会議に御報告をするという流れかと思っております。関係の在り方につき

ましては中間報告という形になろうかと思います。 

 その後、４月に入りまして更に関係の在り方に関する議論を深めていただきまして、同

時に金融面の活動基盤整備、法人制度の在り方についても議論を進めながら、最終的に推

進会議で提言ですとか、それに伴う政府の対応などをまとめていくタイミングが明確にど

こをゴールにということが決まっていないわけでございますけれども、専門調査会では例

えば４月、５月ぐらいで議論を進めて、５月ぐらいを目途に一旦市民セクターと政府の関

係の在り方についてもまとめて、推進会議の方に御報告をしてはいかがかと思っておりま

す。その上で推進会議の方では推進会議としての提言をまとめていただくという流れを、

大まかには考えているところでございます。 
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 以上でございます。 

○稲継座長 ありがとうございました。今後のスケジュールに関連しまして情報開示・発

信基盤ワーキンググループの検討状況について、ワーキンググループ主査の松原委員より

御報告をお願いいたしたいと思います。よろしくお願いいたします。 

○松原委員 ありがとうございます。情報開示・発信基盤整備ワーキンググループの主査

の松原です。皆さんお手元の参考資料３と参考資料４をお出しください。 

 今、ワーキンググループの方では去年 12 月 28 日から検討を開始しまして、一月２回ぐ

らいのペースで１月に２回、２月に１回、計４回検討しました。２月９日付で参考資料３

と参考資料４を公開しまして、パブリックコメントにかけました。２月 19 日までパブリッ

クコメントを求めまして、現在そのパブリックコメントの集約を図っているところでござ

います。あさって第５回目のワーキンググループを開きまして、そのパブリックコメント

のまとめと「情報開示・発信基盤整備の在り方について（案）」、ＮＰＯ法人基本情報フォ

ーマットを８割、９割かためていき、３月下旬にはこの専門調査会、推進会議の本体に御

報告できるようにしていきたいと思っております。 

 参考資料３が本文になりまして、簡単に御説明だけさせていただきます。そもそもＮＰ

Ｏ全体の情報開・発信基盤整備に当たっての課題ということで、とりわけ「新しい公共」

という中で今後寄附が拡大していく中、ＮＰＯ法人の認定制度が大きく変わることを受け

まして、情報開示は寄附の一層促進のために非常に重要であると位置づけております。認

定ＮＰＯ法人制度が大きく変わることを踏まえて、まずはＮＰＯ法人が中心として情報開

示・発信基盤の整備を進めることを提案し、基本フォーマットを考えていく中で新しい公

共支援事業の中で使っていけることを念頭に置いているということで、今フォーマットを

つくっているところです。 

 「２．論点整理に当たっての基本的考え方」は、情報の透明性、信頼性、効率性・利便

性という３点に大きく分けていますが、基本的には４点から整理しております。 

 ２ページは官・民の役割分担ということで、ＮＰＯ等の情報開示に関しては官と民がそ

れぞれの役割、責任を果たしていくことが重要で、その役割分担というものを明確にする

ことも１つの目標にしております。 

 制度改正の実現時期と歩調を合わせつつ、必要な環境整備を進めるということで、とり

わけ２つ目のポツですが、新しい認定ＮＰＯ法人制度に関する法整備に合わせて、情報開

示が充実されることを目指しているとしております。 

 ４つ目のポツになりますが「市民活動に重大な影響を及ぼしうる情報の開示について

は・・・すべき」となっていますけれども、ここは議論の中で下のａ～ｃ３つの選択肢が

今、示されておりまして、どういう基本情報を行政が責任を持って情報開示していくかと

いうことで、幅の広さについて今は議論をしている最中で、ａ～ｃについても議論してい

くことになっています。 

 「３．情報開示・発信基盤の整備に当たっての論点と対応の方向」ということで、まず
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ＮＰＯ法人に関する閲覧情報のインターネットでの開示、ＮＰＯ法人の閲覧情報の追加等、

ＮＰＯ法人に関する閲覧情報の電子化・標準化ということで、ＮＰＯ法人の情報開示につ

いては電子化を積極的に進めていくという方向から議論しているところです。 

 ４ページを見ていただきまして、とりわけ財務状況に関してはＮＰＯ法人会計基準など

を基に一覧性、比較性のあるフォーマットを提示することを検討します。ＮＰＯ法人が行

政に提出する事業報告書についても「・・・すべき」となっていますが、これはａとｂの

選択肢が今は議論されておりまして、基本的には一定の共通フォーマットの提出を求める

とともに、自由な書式も提出できるようにするか、完全に自由な書式で提出するかという

ところで議論しているところです。 

 （２）自由に利活用できる行政サービスの基本情報ということで、行政の情報を電子化

していった暁には、この情報を更に民間が自由に利活用できるようにしていって、民間の

情報開示を一層進めていこうということで、５ページの１つ目の○ですが、基本情報の範

囲と入力主体、責任主体ということで、一元的に共有できるよう、内閣府が都道府県の協

力を得て、内閣府ＮＰＯポータルサイトの見直しを検討すべきということで、ポータルサ

イトをしっかりとつくっていこうと議論しております。 

 行政サービスとして民間に利用していただける基本情報の範囲をしっかり決めていこう。

生活の基本情報の提供体制もしっかり決めていこう。そのためにＮＰＯ法人に通し番号を

振って、きちんとデータベースとして活用できるようにしていこうということを議論して

おります。 

 ６ページは最新情報をアップデートしていく。（３）として市民の安心・安全確保のため

の情報連携ということで、とりわけ情報提供をしていく上で市民からの苦情に関して、ど

ういう形で情報提供していくかということに関して、内閣府と都道府県が協力してこれを

提供していくという体制を築くべきだと提案しております。 

 情報開示・発信基盤を促進する仕組みとして、ＮＰＯ法人はワーキンググループの中で

はなかなかＩＴリテラシーが低いということが議論になっていまして、ＩＴリテラシーを

高めていくという環境整備を官民、中間支援組織一緒になってこういうものを進めていく

ことについても議論していく。民間でオープンにしているさまざまなサイトと共有化を図

っていくことも検討していったらどうかということで、今、議論しております。 

 新しい公共支援事業で使っていくための基本フォーマットとして参考資料４が提示され

ておりまして、赤が内閣府のポータルサイトで行政が入力すべき範囲、緑字がＮＰＯによ

る入力が必要な行政への提出書類に含まれる情報、青字がＮＰＯによる入力が必要な行政

への提出書類に含まれない、新規につくってはどうかという情報ということで整理して、

こういうフォーマットをつくったらどうかという提案をしているところでございます。こ

れについてはまた是非御意見をいただきまして、ワーキンググループで議論をしていきた

いと思っております。また、専門委員会でパブリックコメントに関して岩永委員からも御

意見をいただきましたので、その意見も含めてまとめていきたいと思っております。 
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 ありがとうございました。 

○稲継座長 どうもありがとうございました。大変お手数がおかけしまして、非常に詳細

に御検討いただいております。引き続きどうぞよろしくお願いいたします。 

 それでは、事務局から御説明いただきました市民セクターと政府の関係の在り方につき

まして、議論をいたしたいと思います。どなたからでも御意見をいただければと思います。

いかがでしょうか。駒崎委員、どうぞ。 

○駒崎委員 前回、松原委員より具体的に日本版コンパクトの話をしていこうではないか

という御提案がありました。それを私も重く受け止め、資料５で具体的なたたき台という

ものを、たたき台ですので議論のたたきになるようなものとしてつくってまいりました。 

 背景だけ御説明させていただきますと、先ほど事務局の方からタイムラインが出ました

けれども、政局がこういう状況ですので、どうなっていくかわからないというところも我々

はきちんと認識しなくてはいけない。早くある程度形にして世の中に出していくことが非

常に重要なのではないかと思ったので、例えばなんですけれども、我々で合意したものを

声明という形にして、サードセクターとそれぞれの主体、これは企業であったり自治体で

あったり銀行であったり、そうした主体と協約を結んでいこうという呼びかけである声明

を、ある種形にして世の中に出していったらどうかなと思ったんです。サードセクターと

各主体との約束をコンパクトというふうに考える。今は公契約だけのところを若干拡大的

に考えた考え方なんですが、こういうものをコンパクトと定義してみたらどうかというと

ころで、たたき台をつくりました。 

 例えば各自治体、省庁に対しては、ＮＰＯ等との契約において間接経費を含めた適切な

額の委託契約、いわゆるフルコストリカバリーを重視することを願いますということで提

案するわけです。銀行に対しては先ほどの休眠口座の仕組みも一緒に検討していきましょ

うということを入れます。更に、ＮＰＯ自身に対しては行政や補助金、助成金を期待する

ことは極力控えて、ファンドレイジングをしていきましょうということを書きます。企業

に対してはファンドレイジングに協力してほしいということを書きます。 

こういうように、我々が各企業、自治体、銀行などの主体に対して、こういうことをお

約束していきましょうという協約をここに書いていって、呼びかけるところを１つの着地

点にして親会議に対して提案し、親会議で文言などを直していただいて親会議の名義、専

門調査会の名義で発信するところで落ち着かせることができたら、いろんな論点も盛り込

めますし、コンパクトというものの有効性が本当にあるのかどうかも、包括してカバーで

きるのかなということで御提案なんですけれども、皆さんいかがでしょうか。 

○稲継座長 いかがでしょうか。藤岡推進会議委員、どうぞ。 

○藤岡推進会議委員 大変恐縮なんですけれども、議事はできるだけ次第に基づいて進め

ていただけたらなと思います。ただいまは松原委員の情報基盤について御質問とか御意見

がないですかということだったと思いますけれども、違いますか。 

○稲継座長 違います。このメモについての議論ということです。松原委員から御説明を
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いただいたのは、今の進捗状況の説明をいただいたということです。 

○藤岡推進会議委員 そうしましたら、資料１の論点メモについての意見の質疑というこ

とでよろしいですか。 

○稲継座長 そうです。 

○藤岡推進会議委員 松原委員さんの説明についての質問はまた別途ということですか。 

○稲継座長 どうぞ。 

○藤岡推進会議委員 松原委員さんの御説明に関しては、この中にも書いてありますけれ

ども、まずはＮＰＯ法人です。こちらの方が優先ということで御説明をいただいたのでは

ないかと思います。ＮＰＯ法人の基本情報のフォーマットということで、やはり「新しい

公共」というのは非常に広範な輪郭をとらえておりますので、特に社会福祉法人であると

かの情報開示が少ないという印象を持っておりますので、今後それらをどう考えてみえる

かというのをまたお聞きをしたいと思います。 

 もう一つは今の事務局につくっていただいたメモについてと、駒崎委員からの御発言に

ついてです。これに関しましては円卓会議の下で新成長戦略において、政府と市民セクタ

ーなどとの関係においてということで今、議論がスタートしておりますので、新たな御提

案といいますか、それぞれの企業セクター、サードセクター、市民セクター、政府行政セ

クターそれぞれに関してというふうに、新たな御提案をいただいたのではないのかなと思

っております。 

 ただし、私どもとしましては推進会議の方でも一度御提案をさせていただいております

ので、12 月 13 日に私と推進会議委員の兼間さん、高橋さんと３人で、日本版コンパクト

の策定に向けて御提案をさせていただいておりますので、できましたらそれは是非見てい

ただきたいなと思っています。 

 その中で幾つか論点整理をさせていただいております。今日、塚本委員の資料も見せて

いただいて、ほぼ同感するところが多いということなんですけれども、まず認識としては

セクターの輪郭というものが個人でそれぞれ認識が異なると思いますので、どういうふう

にとらえるかということで、現在のメモでは非営利組織になっておりますが、例えば利益

非配分の株式会社であるとか、そういったところはどう考えるかということの輪郭の問題

が１つあるのではないかと思います。 

 もう一つは日本版コンパクトという言い方をしていいかどうかというのは、また言葉遣

いを教えていただきたいと思いますけれども、どういう性質のものをつくるかということ

と、どうやってつくっていくかということの２つがあるのではないかと思います。どうや

ってつくっていくかというのは塚本委員からの資料にもいろいろ書いてありましたので、

是非議論をさせていただけたらなということです。私の資料にもプロセスについては御提

案をさせていただいております。 

 どういう性質かというものなんですけれども、今回のメモの中には総論的なものと各論

的なものと両方入っておりますので、それをどうするかということ。それから、幾つか企
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画立案とか政策の段階で書いていただいていますが、以前私が皆様にお渡しした資料の中

で愛知県の協働のルールブックの資料がございました。その中で特にこだわってつくった

ことが、例えば政府と市民セクターとのコンパクトであれば、政府側、市民セクター側そ

れぞれの役割、責務、姿勢といったものをきちんと示す必要があるのではないか。特に市

民セクター側は、公的資金に関する国民へのアカウンタビリティを十分にとらえる必要が

あるのではないかと思っています。このメモでは割と政府側の責任がたくさん書かれてい

ますけれども、これは紳士協定のようなものですので、市民セクター側が必要ではないか

ということです。 

 もう一つは民主主義のルールに基づくということで、特に企画立案のところでは市民セ

クター側が提案すると書いてありますが、民主主義ということもとらえる必要がある。実

は事例で示していただいています東海市は、私どもが非常に強くコミットしているところ

なんですけれども、この文章の中でまるで市民会議が目標を決めたように書いてあります

が、これは少し言葉足らずであるのではないかと思っています。 

東海市の町づくり指標の策定ということで、市民ニーズ調査に基づき達成すべき 38 の

生活課題と、その実現に向けて進捗を図るための 99 の町づくり指標を策定となっています

けれども、まず市民ニーズ調査は多くの市民が大事だという調査を徹底的に行っています。

その後で市民会議で十分に議論をしていただいた後に市長に提案をして、決定は市長がし

ております。市民会議で決定したものではございません。市民会議側で成果というものを

非常に明確にした後に、成果を測定する指標もつくっておりますが、それも提案というこ

とで決定は行政側がしておりますので、恐らくこういったところの誤解がないように、今、

申し上げましたそれぞれの責務と姿勢、民主主義のルールというものはとらえる必要があ

るのではないかと思います。 

 以上です。 

○稲継座長 どうもありがとうございます。駒崎委員、どうぞ。 

○駒崎委員 新しい提案をしているつもりは全くなくて、日本版コンパクトに基づいた枠

内でお話をしています。と言いますのも、日本版コンパクトをつくろうということで、親

会議の方からこの会議で具体的なものを出してくださいねという期待を踏まえて、我々が

議論しようということになっていたと思うんです。でも、イメージが茫漠としているので、

具体的なところに落し込まなければいけないということです。なので、松原さんの御提案

からたたき台をそれぞれ持ってきて、イメージをある程度形にして、みんなで議論する中

でそれを１つの紙にしていこうというところだったと思うんです。 

そういう意味で新しい論点ではないということが言えますし、これは私の個人的な意見

になりますけれども、塚本委員にも再三御指摘されているように、イギリスで効力をきち

んと発揮しているかどうかわからないコンパクトを、そのまま日本で同じような文面で同

じように出すということが、果たしていいのかどうかということに関しては、今、我々は

十分に議論していないところではあると思うんです。ですので、そうしたことを親会議の
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方でお望みなのであれば、我々はそうでもないのではないかと思うので、こうした新たな

枠組み、新たなたたき台というものが必要で、それを具体的に紙に落していかなければい

けないという認識なんですけれども、いかがでしょうか。 

○稲継座長 寺脇推進会議委員、お願いします。 

○寺脇推進会議委員 今のおっしゃるとおりで、前にも申し上げましたけれども、親会議

はすごい短い時間の会議なものですから、そこで余り議論ができない。だからできるだけ

形にしてあげていただければ短時間でも議論ができるので、残念ながら熟議ができるのは

この専門委員会の方であるということの中で、かなり詰めたものが出てきても普通は確か

に専門委員会から上がってきたものを、またそこで熟議することになるから余り形が決ま

っているとどうかみたいな話がありますが、これはそういう状況なので、是非皆さん方で

もんでいただいたものを、私もこうやって出席していますのでつなぐことはできると思い

ますから、どんどん具体的にやっていただかないと、確かに政治情勢はともかくとしても、

こういうことは急いでやった方がいいことだというのは、みんな同じ認識だと思います。 

○稲継座長 ありがとうございます。藤岡推進会議委員、お願いします。 

○藤岡推進会議委員 私も親会議という言葉は余り好きではありませんので、こういう方

向性でということですから、ここで十分議論をさせていただきたいということは同感です。 

そこでもう一度先ほどの御発言に戻りますけれども、幾つか素案を出すことは私も賛成

なんですけれども、まずは内容をどういうふうにするかということと、進め方をどうする

かということと大きく２つあると思いますので、できたらそれぞれ議論をさせていただけ

るといいのかなと思いました。 

○稲継座長 横石委員、お願いします。 

○横石委員 具体的には今の意見で落していくことが必要だというのはよくわかるんです

けれども、今の課題で先ほどのメモで具体的に落していく中で、日本が今こういうことを

やろうとして行く中で、一番私がここに必要なのはリーダー型プロデューサーです。マネ

ージャーとも言いますが、この人材の育成を同時に並行してやっていくことがすごく大事

だと思うんです。 

日本はこれが完全に不足しているというか、だれがやるのといったときに、その人材は

そんなに数は要らないと思うんですけれども、具体的に組織の形態はＮＰＯであれ、社会

法人であれ、いろいろあると思うんですが、それを組み立てていく人材が決定的に不足し

ているというのが、この環境の中で大きな問題だと思うんです。ですから、ここに人材交

流を挙げておりますけれども、私は人材交流も人材を育成していくということが、市民セ

クターと政府の中でお互いが知恵を出し、どうやったら人材を育成していけるのか。どう

いう方法がいいのかということが、かなり重要なウェートになってくると思います。 

それと、そのもう一つ上にある共感です。結局今のプロデューサー型というのは少し浮

いてしまう。日本社会というのは社会性という点を見せると、その人が浮いてしまうよう

な感じで、伊達直人のようなことをしたい人というのはたくさんいると思うんです。ああ
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いうことで役に立ちたいとか、そういうことをやっていきたいという人はいるんだけれど

も、わざわざああいう匿名を使ってでなければできない日本の社会の共感できないという

か、本当はやりたいんだけれども、そういうことが評価されないとか、そういうところを

取り払っていくような風を起こしていく。関心や共感をどうやってうまく国内で浸透させ

ていけるかということが、課題のような気がいたします。 

ですから、人材面の環境整備の中でリーダー型プロデューサーをお互いが示せるか。政

府がどうやれば教育を含めてうまくいけるのか。すべては人だと思うので、そこのポイン

トがここにはないのですけれども、すごく重要な気がしています。この辺をもう少し具体

的に並行してやらなければ、絵を描いただけになってしまうというか、会議でもただ形だ

けを提示してしまって、実際的にやるというのであればだれがやるのかというところにな

ってくるので、そこをしっかりつくっていく必要があるのではないかと思います。 

○稲継座長 非常に重要な御指摘だと思います。行政側が皆、岩永委員とか市原委員のよ

うな方ばかりだったら言うことないんですけれども、なかなかそういうわけにはいってい

ないので、そこのところも重要だし、逆に市民セクター側の方でも人材育成が重要だとい

うことですね。具体的に書き込んでいくとしたら、どういう形になりますか。 

○岩永委員 私は今日の会議というのは、コンパクトの中身を議論するものだというつも

りで出席したので、資料４にコンパクトを作成するに当たってどうすればいいか、内容で

はこんなものが課題にあるのかなという趣旨で書いてきました。簡単に御説明をしますけ

れども、こういうものを作成するのであれば、やはり私ども（佐賀県）が県民協働指針と

いうものをつくったときも、250 時間ぐらい市民の皆さんと議論をしましたので、こうい

う場で何時間か議論してつくるのではなくて、もっとしっかり議論しないと多くの市民、

国民には伝わっていかないのかなという気がしております。そういうプロセスが大事かな

と思っています。 

 内容については、私はすべてが対象だと思っていまして、別に非営利セクターとかそう

いうことではなくて、企業、市民社会組織（ＣＳＯ）も含めて小さな団体も対象にすべき

だと思います。 

 なぜこういう整理をしたかというと、前回（配布された）、後さんのレポートを読ませて

いただいて、私なりにこういうことは書いておく必要があるかなと思って。ただ、拘束力

の程度というのは、実は私余り法律は詳しくなくて、契約は法的な拘束力があって、コン

パクトだとないとよく言われるんですけれども、そこがよくわからなくて。例えばコンパ

クトの中にフルコストでやりますとか書いたら、それって拘束力があるのではないかと単

純に思ったりもしていますし。策定の対象として我々地方自治体というものまで含めるの

であれば、私ども自治体というのは策定が義務なのか、それとも自治体の判断に任せてい

ただけるものなのかというのも関心がありますし。何よりこだわりはコミュニケーション。

こういうことをやっていくには時間がかかるんだという覚悟がないと、やっていけないの

かなという気がしていますし。非営利の意味合いというのが、私どもの県の職員も（NPO
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法人が）収益を上げて非営利活動をやって、有給職員が必要であることが違うんだと思っ

ているような職員もいる感じで、非営利の意味というのはちゃんと啓発の必要があると思

います。 

 公契約の在り方ということでしたので、私は監査の仕事もやっていますので、官の委託

契約というのはあくまでも今の法令上は官が事業主体になるという仕組みですので、これ

が大前提の中でどうやって契約の形態を考えていくのかなというのが、しっかり議論しな

ければいけないのかなと思っています。あとは、コンパクトはテーマごとに必要があるの

か、一般普遍的なものでいいのかとか。何よりもこれは私のこだわりなんですけれども、

コンパクトをつくって実効性あるものにするためには、役所の相手方である団体の強化と

いう面での社会的な基盤の整備がないと、一部の団体の方にしか意味をなさないというか、

広がらないということで、繰り返し「参加」が大事ということで非営利組織の活動基盤整

備という意味において、これは本当に国民運動的なものに持っていかないと、一部の方の

ものになってしまうのではなかろうかという気がしています。 

それから、よく私どもは言われるんですけれども、役所の文書はわかりにくいと言われ

るので、簡潔にということです。 

 次のページについては私が県民協働課という職場にいた時代に、ＮＰＯと協働する行政

職員の８つの姿勢というものを、ほかの自治体の職員と一緒につくったものがありますの

で、こういうものも１つの参考になるのかなということで挙げております。 

そもそも論として、今日いただいた市民セクターと政府の関係の在り方についてのメモ

は、この中にコンパクトというものが、一部パーツとして入るのかなという理解をしてお

るんですけれども、そういう理解の仕方でいいのかどうかを確認させていただければなと

思います。 

 以上です。 

○稲継座長 ありがとうございます。最後の点については事務局の方でしたいと思います。 

○井野内閣府参事官 実は我々も検討していく段階で、日本型コンパクトと言いましても、

要するにどういったものなのかというのが我々事務局としてもまだよくわからないので、

この中に入るものなのか。最初は日本版コンパクトなのか協約と呼ぶのか何かわかりませ

んけれども、例えば１～３に書いてあるような内容を含むようなものを、何がしか成果物

として求められているのだろうという趣旨で、そういう内容を意識しながらペーパーを準

備したつもりでございまして、この中にコンパクトがパーツで入るというイメージではな

いんですが、その辺のイメージもできればもう少し皆さんで共有させていただきたいとい

う気がございます。 

○稲継座長 塚本委員、どうぞ。 

○塚本委員 私も「新しい公共」推進会議の方で日本版コンパクトというものが出てきて、

親会議で言っている日本版コンパクトのイメージが明確でなくて、その中で意見を求めら

れて結構戸惑ったんですけれども、先ほどいろいろやりとりがあったように、専門調査会
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の役割は何なのかといったときに割ときちんとした議論ができるのであれば、親会議で出

された論点についてもっと深めて、例えばこういった別の論点もあるよみたいなことで、

そういうものを追加していくことでもっと内容がどんどんよくなっていきますので、そう

いう形で議論するような形で進めさせていただければと思っています。 

 これは大分苦労されたと思うんですけれども、最大公約数の論点をまとめられたので、

逆に重要な論点が抜けているような気がするんです。先ほど岩永委員がおっしゃったよう

な法的拘束力の問題であるだとか、コンパクト的なものと公契約との関連だとか、あるい

は私なんかは新しい公共支援事業の中では、中間支援組織というのをかなり重視されてい

るわけですけれども、中間支援という言葉が全然出てきませんし、コンパクトの意味とい

うのは別に政府とＮＰＯだけではなくて、政府の縦割りを解消していく。ＮＰＯ同士は特

に日本の場合は縦割りなので、ＮＰＯ同士がもっと連携しやすくするだとか、そういった

協議の枠組みをつくることで行政とＮＰＯだけではなくて、ＮＰＯ同士の水平的な連携や、

行政同士が縦割りを超えて、お互いの共通の目的のために連携し合うだとか、そういった

効果があるので、そういった点も少し入れ込んでいくためには、もう少し深めた議論が必

要です。 

例えば我々は忙しくなるとあれなんですけれども、何かワーキングをつくるだとか、そ

ういう形でもう少し深めた議論をして、場合によってはヒアリングなども入れながら進め

ていった方が、もっといい提案ができますし、先ほど駒崎委員がおっしゃったように声明

を出すかどうかはわかりませんが、ちゃんとした論点整理をして実際に自治体の人だとか

ＮＰＯの人に対して、問題提起になるようなものを調査会として出すような目標、着地点

を目指した方がいいのではないかと思います。 

○稲継座長 ありがとうございました。駒崎委員、お願いします。 

○駒崎委員 補足です。先ほど塚本委員がワーキングとおっしゃられたんですけれども、

今回も松原主査の情報開示・発信基盤に関するワーキンググループのペーパーを見まして、

こういう成果物が必要とされているんだということを再確認しました。こういうふうにあ

る程度これはこういうものだと説明され、なおかつ今度はフォーマットという成果物につ

ながっていくと思うんですが、そうしたある程度具体的にペーパーになって形になるとい

うところに我々は到達していかなくてはいけないですので、おっしゃられるようにもっと

議論が多分必要だと思うんです。 

ここで月１回こうやってイメージはどうなんだろうということをやっても、なかなか進

みづらいのかなという部分もあるので、進め方なんですけれども、例えばワーキンググル

ープ的なものを塚本委員がリーダーになっていただいてやっていただくとか、もう少し具

体的なところできちんと進められるような進め方というのは、考えられないものでしょう

か。特に事務局の方に御意見をお聞きしたいです。 

○藤岡推進会議委員 事務局の前にちょっとだけいいですか。多分、事務局も御存じだと

思いますけれども、推進会議の方で私が一度、３委員と一緒に進め方の提案をさせていた
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だいています。かなり具体的に、こういうふうに進めてはどうですかということの提案を

させていただいているんですが、それは委員の皆様にはお伝えいただいているのでしょう

か。 

○稲継座長 塚本委員、どうぞ。 

○塚本委員 私も拝見しましたけれども、あくまで委員としての意見だと思ったんです。

ですから「新しい公共」推進会議の会議としての意見としてはとらなかったので、そこは

少し違うのかなと思います。 

○藤岡推進会議委員 あくまで委員です。 

○稲継座長 では、先ほどの駒崎委員の御質問に。 

○山内内閣府官房審議官 正直言うと、我々も明確なイメージを持って明確にお答えでき

るといいんですけれども、もともと推進会議の役割自体が御承知のように円卓会議でいろ

いろ提案されたことのフォローアップと、更に政府と市民セクターの関係、特に公契約の

見直しということがあって、我々も新しい推進会議を立ち上げる段階ではフォローアップ

はいいとして、この名称のとおり「政府と市民セクター等との公契約等の在り方等」とい

うように「等」が３つある専門調査会をつくったんですが、実際には先ほどの休眠口座、

法人制度、情報基盤を含めて「等」が相当広がってしまっていることは事実です。ただ、

やはりメインには「等」を除いた「政府と市民セクターとの公契約の在り方に関する専門

調査」を核でお願いをした事項となるんだろうと思います。 

 事務局としてのお願いを申し上げれば、できれば政府と市民セクターとの公契約の在り

方について、こうあるべきだ、今の制度とか運用にはこんな問題があるということをどん

どん出していただいて、それをまとめていく段階で最終的にそれがステートメントの形に

なるのか、あるいは契約類似の形になるのか、それを外に出していく段階では、これは専

門調査会というよりは推進会議の話だろうと思いますので、プレイアップをどうするかと

いうのは、できることならば進め方も勿論重要なんですが、思いつく限りと言うと言葉に

語弊があるかもしれませんけれども、中身の方で特に公契約について今こういう問題があ

る、こうあるべきだということをどんどん出していただいて、つくり上げていくというこ

とをやっていただけたらありがたいなと事務局としては思っているところです。明確にこ

うしてくださいというものを今、持っているわけではないので、１つの御意見としてお伺

いいただければと思います。 

○稲継座長 市原委員、お願いします。 

○市原委員 資料１の２ページ目に愛知県の協議の場づくりの取組みが書かれていますけ

れども、これはタイトルのところで「協議の場づくり事業」となっているんですが、これ

は「協議の場づくり」で御理解いただきたいと思います。年度も 21 年度までという印象を

受けますけれども、19 年度から始まっているということで、現在、進行形です。 

説明の最後の部分で、「協議の場の実現に向けて検討している」ところは、「協議の場づ

くりに取り組んでいる」ことをまず御理解いただいて、今のコンパクト絡みの発言に移り
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ます。愛知県では、「あいち協働ルールブック」を作って、間もなく７年になるんですけれ

ども、私はこの４年間、ＮＰＯの担当をしていて思うことですが、ルールブックの一番い

い点は、目的・目標を共有するとか、対等の関係、相互理解ということがその中に書いて

あるんです。そういったところが非常に重要だなと思っておりまして、現在、協議の場づ

くりに取り組むに当たっても、やはりこの３つが非常に重要だと思っております。 

さまざまな課題について協議の場を持って、そこで行政とＮＰＯやその他さまざまな関

係主体が率直に議論をして、目標に向かってお互い建設的な意見を出し合うという関係性

が、特に今日的な「新しい公共」という取組で、非常に機能するのではないかと思ってい

ます。 

 もう一つは、ルールブックでも企画立案における協働というものはあるんですが、やは

り先ほど藤岡さんが言われたように、企画立案にＮＰＯなどが直接参画するというのは、

なかなか現実的には余り機能していないんです。ですから、協議の場づくりの考え方は、

企画立案の前段階でそういう議論の場を持ちましょう。そこで、この課題をどう解決して

いくのか、そして、それぞれの主体がどういう役割を果たすべきなのか、そういった取組

みですとか、役割分担を議論するという形で取り組むものですから、愛知県としてはルー

ルブックは平成 16 年に作ったけれども、やはり協議の場という文化を県内に広めていきた

いというのが、現在の状況でございますので、今回議論になっている政府と市民セクター

という非常に大きな関係の中で協定を作るというのが、余りイメージできないのが率直な

ところでございます。 

 愛知県は、現在、約 1,400 のＮＰＯがあるんですけれども、その中でルールブックに署

名している団体は 500 ちょっとなんです。ですから４割弱が署名している。そうすると６

割以上の団体は、特にルールブックの持つ意味といいますか、例えば行政と委託をすると

か、そういうことは毛頭考えていないＮＰＯ法人も数多くあるのではないかと思っており

ます。一言で市民セクターと言っても、非常に多様な形があって、コンパクトをそもそも

結ぶと言っても、いかほどのニーズがあるのかというのは、愛知県の実情からすると非常

に見えにくいなという感じもしております。 

 以上でございます。 

○稲継座長 ありがとうございます。駒崎委員、どうぞ。 

○駒崎委員 先ほどの話に戻りますと、ということは我々はこういう契約が困ったという

事例をたくさんお伝えして、事務局の方がそれをとりまとめていただいて、こういう困っ

た事例にはこういうお約束事を入れ込めばいいよねというふうにして、形ができ上がって

いくという進め方で皆さん合意という形でいいでしょうか。 

○稲継座長 これはほかの委員がどうお考えかということにもよると思いますが。 

○駒崎委員 そうすれば収斂できるというか、発散しなくて済むんですけれども、どうな

んですか。 

○稲継座長 松原委員、どうでしょうか。 
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○松原委員 頭の整理がまだよくできていないものですから、話についていけないで苦労

していて、具体的にもう少しどういう進め方なんでしょうか。問題点を並べていくという

進め方なんですか。 

○稲継座長 先ほど事務局から御提案のあったのは、この下に更にワーキンググループを

つくるのではなくて、この場でワーキンググループみたいにみんなで議論をしましょうと

いう御提案です。ここで議論するに際してそれぞれ困った事例とか、いろんなアイデアを

出してもらって、ここで仕切ってしまいましょうという話なんですね。 

○松原委員 わからないのは、今おっしゃったことは先ほどの話とまた違うような気がす

るんですが、ワーキンググループをつくるつくらないという話がポイントではないんです

ね。それは置いておいて、ポイントは何でしょうか。 

○山内内閣府官房審議官 ポイントは要するに問題点の指摘も勿論さることながら、むし

ろこうあるべきだ。こうあるべきだと言う裏には当然今の制度なり運用にはこんな問題が

あるから、だからここのところはこうあるべきだということが非常に多いのかなと思いま

したので、そういうものをどんどん出していただければ、それをまとめていけば提言の中

身はかたまるだろうと思っているんです。 

 あとの形をどうするかということについては、これは特に推進会議の方でどうお考えに

なるかということもかなりあると思うので、調査会としては中身を豊かなものにしていた

だきたいというのが御希望だということです。とりあえず第１回目のたたき台として御意

見をいただいたものを、こういうメモの形で集約してみましたというのが今日までの段階

ということです。 

○稲継座長 松原委員、どうぞ。 

○松原委員 確認すると、とりあえず問題点とそれぞれの解決策を羅列して、そこから編

集をしていこうという進め方の御提案と考えていいんですか。 

○稲継座長 問題点と解決策、あるべき姿。 

○松原委員 それをいっぱい出していこう。ここで議論していこうという進め方で今、聞

かれていると理解していいですか。 

○稲継座長 はい。 

○松原委員 先ほどからいろいろとコンパクトをつくるとか、こういう議論をしていくに

当たっては、岩永委員とか藤岡オブザーバーからはいろいろともう少し広めに巻き込んだ

り、段取りの議論をしっかりしていく必要があるのではないかという議論もありましたし、

駒崎委員からは範囲についてもう少し広めたらどうかという話もありましたし、山内審議

官からは狭めにとらえるべきだという話もありましたし、問題点の解決策と具体案を出し

ていくという手続の問題が１つと、範囲について今一度確認したいんですが。 

○稲継座長 それを我々で多分決めるということだと思います。 

○松原委員 決めればいいんですけれども、とりあえずこういう提案だというものを一定

単位で議論したい。とりあえずスタート点を確認すると、勿論これは意見ではなしに、と
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りあえずこの場で決める、この場で議論していきましょう。その場合には問題点とそれに

対する解決策と、あるべき姿という形で３ステップの形をそれぞれ個別にやっていきまし

ょう。それから、範囲に関してはとりあえず提案としては、行政と市民セクター間の契約

関係に、一通りコアは絞りましょうというお話からのスタートということですか。 

○稲継座長 そこがスタート点だと思いますが、これで皆さんの合意がとれていれば。 

○松原委員 それで合意をとろうとされていると理解していいですね。 

○稲継座長 そうですね。 

○松原委員 わかりました。 

○駒崎委員 我々がやるべきなのは、今のようにこれが問題です、でも本当はこうあるべ

きだから、こういうふうにしていきましょうというような議論をしていくべきで、そもそ

もコンパクトとかどうなんだろうみたいな議論は、ちらほら出ていらっしゃると思うんで

す。そこは置いておいて課題の話をしようではないかということですね。 

○稲継座長 多分、両方入っているように私は思うんですけれども、日本版コンパクトで

いけいけどんどんということで本当にいいのかという話があります。イギリスの場合も、

私は余り詳しくないんですが、ナショナルコンパクトがまず結ばれて、あそこの国は私の

理解では割と地方自治のない国ですから、国会で決めたとおりに地方自治体にローカルコ

ンパクトを結べと命じて、それが無理矢理広げさせられた点があります。それに対して日

本の場合には、むしろ地方の方で先に協働というものが始まって、それをどう吸収するの

かというところで内閣府の方で努めておられると思うんです。それにどれだけコントリビ

ュートできるかということもありますので、そもそもローカルコンパクトということでい

いのかという議論もありだと思うんです。だからすごく拡散しているのは拡散しているん

です。 

○駒崎委員 どれを先に片づけた方がいいですかね。 

○稲継座長 そうですね。松原委員、どうぞ。 

○松原委員 もう一つ確認なんですが、今日のメモをつくっていただいたのはローカルな

話は置いておいて、市民セクターは政府と書いてありますから、つまり地方政府ではなし

に中央政府がメインと考えてよろしいんでしょうか。 

○山内内閣府官房審議官 そこは必ずしもそうではなくて、政府セクターというつもりで

す。円卓会議のときに政府セクター、市民セクター、企業セクターという言い方をした中

の政府とお考えいただきたいと思います。 

○駒崎委員 そうしたら、ひとまずちらほら出ている本当にコンパクトの手法でいいのか

というところは片をつけて、やるんだったらみんな納得してコンパクトでいこうみたいな

ふうにさせてという感じですかね。 

○塚本委員 別に私はコンパクトを否定しているわけではなくて、コンパクトのようなも

のを導入するのも市民セクターと政府との公契約の関係に関わる論点なので、それはやは

り論議した方がいいと思いますし、先ほど整理されたように、やはり市民セクターと政府
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との公契約というのは核になると思うんですが、それ以外の企業も含めていくのかだとか、

市民セクターの範囲についても論点として議論できる形にして、ただ、余りにも広がり過

ぎると成果が薄くなってしまうので、核になる部分はしっかり成果を出して、それ以外と

言ったらあれですけれども、もっと広げた議論もできるようにさせていただくという形で

理解したんですが、それでよろしいんでしょうか。 

○稲継座長 そういうことだと理解しています。吉田委員、どうぞ。 

○吉田委員 私はＮＰＯ法人にも所属しておりますし、公益社団にも所属しております。

自治会にも学校法人にもＰＴＡにもボランティアにもなっているんですけれども、今日ち

ょっと私どもの地元の協働事業リストを持ってきて、ずっと眺めていたんですが、コンパ

クトをつくって実際にやってみようというときに、なかなか１つにまとまらないです。自

分がどの組織に身を置いて協働するのか、あるいはどの分野で協働するのかで相当違う部

分があるのかなと思います。ですから、こうあるべき形というのはあると思いますので、

課題の現状把握をもう少ししっかりやられた方がいいのではないかということは、時間の

関係もあるかと思うんですけれども、担い手の形態によっても全然考えが違いますし、ど

うなんでしょうかと思ったんですが、いかがでしょうか。 

○稲継座長 課題の現状把握が重要だという御指摘でした。濱口委員、どうぞ。 

○濱口委員 少しずれるのですが、今の議論でよくわからないところがございまして、こ

こは政府の１部門に置かれている会議です。そこでどのような議論をして、どのように伝

えていくかということ自体、ここの位置づけというものがもともとあるものですから、先

ほど岩永委員がおっしゃったように、ちょっと私が誤解しているかもしれませんが、下か

らの盛り上がり、あるいは先ほどの地方政府と中央政府の関わり、いずれもどちらの方向

に向けて議論するのかということを、しっかりと見据えないといけないのかなと、抽象論

ですが、そのように思います。 

 １つ申し上げたいのは、今、問題点があると言った中で民間の方に問題点があるという

議論をする方に重きを置くのか、あるいは政府の方に問題点があるという方に重きを置く

のか、またこれも考えなければならないでしょうし、その議論を踏まえた上で何ができる

んですかという議論をするべきであります。なおかつ、その議論をどこの場所でやるのが

よいのか、ここの場所でやるのが適切なのかどうか。そこまで含めて議論の建てつけをし

ないと、宙に浮いた議論になりかねないように思います。 

 以上です。 

○稲継座長 ありがとうございます。駒崎委員、どうぞ。 

○駒崎委員 まとめると、やはり論点が幾つかあります。そもそも根本的にこの手法でい

いのかということ、あるいはどんな課題があるのかという内容面に踏み込んだもの、進め

方、最後のアウトプットの仕方みたいな感じで、幾つかが論点に出ているので、論点ごと

に片づけていかないといけないと思うんです。でないと発散して議論というか、それぞれ

の委員のことを考える、お話をするというふうになってしまうので、アウトプットにつな
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がりづらくなります。 

なので、事務局の方で論点ペーパーみたいな感じで、そもそもコンパクトなんですかと

いう話で 30 分議論しましょうみたいなところで、それ以外の話題は抑えておいてください

という形で話して、やはりコンパクトでいきましょうという話だったら、次に内容面を詰

めていく。内容を詰めるためには山内審議官がおっしゃったように、どんな課題があるの

かをどんどん言っていきましょうという形で論点を順番に片づけていかないと、ちょっと

先に進めなそうな感じかなと思ったんですけれども、座長いかがでしょうか。 

○稲継座長 今の駒崎委員のお話は非常にポイントをついたところで、順に片づけていっ

た方がいいような気もいたします。やはりそれぞれの委員が持っておられるイメージが微

妙に異なっている部分があって、それを更にまた別の場所をつくってというと、またそこ

でいろんなイメージができてくるので、結局集約できないので、幾つかの課題、幾つかの

論点ごとに順番にやっていく方が私はいいように思いますが、これについてほかにござい

ますか。松原委員、どうぞ。 

○松原委員 ペーパーを出していないんですが、言い訳ではないんですけれども、何もし

ていないわけではなくて、いろいろなところの自治体の協働事業の制度ですとか、ＮＰＯ

等のパートナーシップに当たってというのが、かなりの自治体で既にブースをつくられて

います。そこで行政とＮＰＯが協働していく、もしくはパートナーシップを持っていく、

委託事業をしていく上でどういう課題があるのか、それに対してどういう意見が出たのか、

そしてその自治体がどういう形で解決策、あるべき姿などを提案しているのかというのは、

かなり蓄積はあるんです。 

ですので、まず先ほどおっしゃられたように課題と、それに対する解決策とあるべき姿

というまとめ方でしたら、既にあるさまざまな自治体がお持ちのペーパーから、それもか

なり自治体だと数年経ているので大分論点が絞られていますから、それを全部まとめて論

点を整理していただいて、それの優先順位を決めて１つずつ落していく。その骨子で取り

上げる取り上げないをやっていく方が早いのかなと。過去の蓄積を無視して、いきなり宙

に浮いた話をするよりは、そちらの方が早い。 

なおかつ、その際に自治体がやれていなかったような新しい課題についてももしあるな

らば、駒崎委員が言ったような課題についてもあるんだったら、それもプラスして入れて

いきながら、どんどん優先順位でとりあえず議論していくかというのを次に決めてはいか

がでしょうか。 

○稲継座長 先ほど参考資料１で井野参事官の方から説明いただいた、自治体における「新

しい公共」の担い手との協働に関する調査を今、進めていただいておりますので、ヒアリ

ングもまだ途中ですね。 

○井野内閣府参事官 はい。 

○稲継座長 ですから、それも含めて今、松原委員から御提案のあったような形で論点整

理をして、幾つかの論点ごとに、これは駒崎委員がおっしゃったように幾つかの順番で絞
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って議論するような形に、私としてはしたいんですけれども、事務局はいかがでしょうか。 

○山内内閣府官房審議官 それでいいかと思います。ちょっと立場を若干離れて個人的な

感想をお話させていただきたいんですけれども、やや公契約とか協約等コンパクトに関し

ては、我々自身が若干自縄自縛になっているところもありまして、もともと円卓会議で日

本版コンパクトというよりもイギリスのコンパクトの議論があって、日本でもこういうも

のがあるべきではないかという御提言があり、その辺についての議論は余り十分にできな

かったので、次の推進会議のテーマにしましょうとなった経緯があります。 

 それで、６月のときの政府の対応の中でも、政府と市民セクター等との公契約や協約の

在り方を検討しますと我々自身が書いてしまって、こういう場で御検討いただいているん

ですが、その後、塚本先生のレポートも含めていろいろイギリスのコンパクトというのを

多少勉強している中で、どうも日本は、何かをつくって、それを日本版コンパクトだと言

えばそれはそれでいいのかもしれませんが、イギリスと同じような形式のものを日本に持

ってくるというのはいかがなものかという気がし始めたというのが正直なところです。 

 そういうこともあって、むしろ中身の方から攻めて行っていただき、最後にそれをどう

いう形でまとめるかとしていただけると、うまくまとまるかなということで、先ほどのよ

うなことを申し上げたんですが、そのこと自体がスタートラインのところで、確かにきち

んとしておかないと、この議論の経緯としてのスタートラインという意味ですが、そこの

ところも含めて論点１、２、３、４、幾つかあると思いますが、そういうものを一度網羅

的に整理させていただいた上で御意見を承った方がうまく整理できるような気が今、皆様

方の御意見を聞かせていただいてし始めましたので、まずその作業をしてみます。ちょっ

と時間的なこともございますけれども、まずそれをさせていただこうかと思います。それ

でよろしければですけれども。 

○稲継座長 それでは、松原委員、市原委員、お願いします。 

○松原委員 是非それでお願いしたいと思うんですが、私も自分でやろうかと思って、忙

しくて途中でやめたんですが、そう時間のかかる作業ではないと直感的に見ています。と

いうのは、かなりいろいろな自治体でアンケートも取られていますし、それに対していろ

いろと何が問題かという細かい分析は委員会でされているんです。ですから、それを引っ

張り出してきて、あとは問題ごとに整理していけば、自ずからその自治体の対応はわかり

ますので、自ずから整理するだけかなと。インターネットからどんどんくっていって、あ

とは整理するだけだと思います。 

 ただ、基本的に私の頭ではごめんなさいなんですが、そういう作業は当然あるものだと

思って会議に臨みましたので、そういう作業を是非もう一回やっていただきたい。とりわ

け協働の調査、こういう事例の形でもいいんですけれども、各事例の前には必ず各自治体

がやった調査が全部入っていると思いますので、その辺りをもう一回きちんと整理してい

ただくと自ずから出てくると思います。その上で、この事例を見ながら、これが一つの解

決策だという中で、さはさりながら、今、解決してないことが現場ではあるという、更に
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もう一歩先に進んで議論が始まるのかなという気がします。 

 イギリスのことはちょっと置いておいて、日本で既にこの数年、2000 年以降やられてき

た幾つかの試みをしっかりと踏まえた上で議論ができる。なおかつ、せっかく我々は議論

するわけですから、もう一歩進めて、それに加えて新しい議論ができるような形が望まし

い。イギリスのことは、その後でもう一回見たらいかがかと思います。 

○稲継座長 ありがとうございます。 

 市原委員、どうぞ。 

○市原委員 資料３で提出させていただいたのが、ルールブックを作って５年という節目

の 21 年度に、今、ＮＰＯと行政の協働でどういった課題があるのかということを、ルール

ブックに基づき設置された「ＮＰＯと行政の協働に関する実務者会議」において、この会

議には、藤岡さんにも委員になっていただいているんですけれども、そういったことで１

年間かけて議論した結果が、今日提出した資料です。この中で松原さんも言われたように、

それぞれの自治体レベルで、いろいろ協働の在り方を絶えず評価・検証して、それでその

課題解決に向けて取り組んでいるということは現実だと思います。 

 いずれにしても、コンパクトなるものを作るのが目的ではなくて、その先にコンパクト

に基づく有効な社会づくりというのがあるものですから、結局、課題をどう克服していく

か、そして、その克服のためには、塚本先生が示されておりますけれども、法制度の整備

とか、先ほど横石委員がおっしゃられたような人材の育成にどう取り組むかという、やる

ことが非常に多いと思っており、それぞれが非常に大きなテーマだと思いますので、ここ

で課題の整理をきちっとすることは、何をやるべきかということがそこから当然見えてく

ることになりますので、参考までに私の資料の御紹介をさせていただきました。 

 それから、どうしても一つ気になることがあります。市民セクターというと、今までの

議論を聞いても非常に幅広なんです。企業までを含むコンパクトという話になると、私、

愛知県のルールブックの世界からすると、ちょっとぴんとこないところまで行ってしまう

ものですから、どこまでの人たちの共通項といいますか、そこの抽出をどう整理するかと

いうことが気になるところでございます。 

 以上でございます。 

○稲継座長 ありがとうございました。最後のところも重要な話ですので、それも論点の

一つとして皆さんで議論することにしたいと思います。 

 ほかにいかがでしょうか。参与、お願いします。 

○宮崎内閣府参与 塚本委員の出されている論点整理の中の１ページの最後のところに、

政府との協働というときに政府というのが狭い意味での行政に限定され過ぎていないかと

いうことと、議員の関与が弱いという御指摘は、民主主義との関係で大事なのかと思いま

すので、もうちょっと補足的にこの論点について先生の方から説明していただくとありが

たいのですが、よろしくお願いします。 

○稲継座長 資料６ですね。塚本委員、お願いします。 



29 
 

○塚本委員 協働が政府との協働というよりも行政との協働というのは、この間もお話し

ましたけれども、イギリスのローカルコンパクトだとか地域戦略パートナーシップ（ＬＳ

Ｐ）の場合は、運営委員会だとかそういった場所に議員が参加するんです。ですから、そ

ういう意味で行政職員とＮＰＯとの協働だけではなくて、必ず議員が参加するので、そう

いう意味で政府が参加する。ですから、ある意味で政策にも反映しやすいところがあると

思います。 

 そういう意味で、日本の協働の場合はどうしても、例えば福祉であればその福祉の所管

課の職員と協働している。例えば担当課の非常に理解のあった職員が異動してしまうと、

またその協働がうまくいかなくなったりだとか、そういう非常に狭い範囲での協働が多い

傾向があるので、そういう意味で政府との協働をもう少し行政との協働を超えて進めてい

く必要があるという意味で指摘しております。 

○稲継座長 これは日本とイギリスの地方自治の仕組みがすごく違いますので、議会内閣

制を取っているのか、二元代表制を取っているのかによって、イギリスの場合は地方自治

体というともうローカルオーソリティーで、基本的には議員が内閣をつくって、それで事

務総長を雇ってという仕組みになっていて、基本的に議員が関与するのは当たり前ですけ

れども、日本の場合にはどうしても首長の下の部下である行政職員が関与せざるを得ない

ところがあります。 

 ですから、日本で議員も関与させようとすると、二元代表制の下でどう議員に入ってい

ただくかということを考えなければならないし、あるいは議会内閣制とか今、話題になっ

ているような制度に行き着くのかどうかというところもありますね。 

 ほかに何かございますか。事務局、お願いします。 

○井野内閣府参事官 ちょっと補足的に、事務局の考え方としては、先ほど山内審議官の

方から申し上げたことに尽きるわけですけれども、若干補足的に申し上げますと、成果物

の性格ですとか位置づけに係る論点などを一つひとつつぶしていくべきということで、そ

れが必要だと我々も思っております。 

 実は、前回の調査会議のときに、事務局から出させていただいた論点整理の紙というか、

まだ論点整理になってなかったんですけれども、論点の問いかけの紙のようなものを出さ

せていただいて、その中で我々のつくるものはどういうものか、実効性はどのように担保

すべきなのか、日本版コンパクトなるものの位置づけ、役割は何なのでしょうかといった

ような論点を幾つか問いかけさせていただいたんですけれども、恐らくそのときには、や

はり漠然としたイメージの中で、具体的なものが見えてない中でなかなかそういう議論を

深めることができなかった感じだと思うんです。それで御提案もいただいて、できるだけ

具体的なイメージを固めて議論しようではないかということで、今日ここに資料１で出さ

せていただいたようなメモをつくったという流れになっています。 

 実はこの前のペーパーでは、単なる問いかけだけで、こちらの考え方もなかったもので

すから議論が深まらなかったところが恐らくあるんだとも思いますので、こちらでも考え
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方を整理した上で一つひとつ論点をつぶしていけるような議論をしていただけるように準

備させていただきたいと思います。 

 もし可能でしたら、そういった前回のペーパーにあるようなこと、実は我々もなかなか

答えをすぐに御用意できないような論点でもございますので、そういった論点について、

実はこういうことで考えればいいのではないか、こういう考え方ではないかということを

出していただければ、それをうまく全体をくみ上げる形で論点を整理していけるのかなと

いう気がいたしますので、もしその辺御意見がありましたら、是非ともよろしくお願いし

たいと思っております。 

○濱口委員 今の論点整理の案というものを、こちらの準備できる時点でお出しいただい

て、それに対してペーパーを準備していって、それを踏まえて座長の方でということはス

ケジュール的に可能でしょうか。 

○稲継座長 次は３月上旬で、事務的にどうですか。 

○井野内閣府参事官 頑張ります。そのようにやらせていただければと思います。 

○稲継座長 松原委員、どうぞ。 

○松原委員 今のお話なんですが、前回、今回と大部混迷していると思うんですが、ただ、

少しは進んでいるかなという気がしているんですけれども、言いたいことは前の資料１に

戻られると困るということなんです。つまり、何回も言うようですけれども、割と自治体

とＮＰＯ法人レベルの契約とか人材交流とか、そういうものに関してはかなり調査とかい

ろいろな課題が既にいっぱいピックアップされているんです。それに対してのいろいろな

提案も既になされている。そういうことを踏まえて、具体的にそういうところから入って

いただきたいと思っているんです。 

 ですので、前の資料のように、いきなり制度の位置づけとか役割という抽象的なところ

から入られてしまうと、また議論が宙に浮いてしまうので、例えば具体的に、では自治体

の積算の在り方、行政の積算の在り方は一体何が問題なのか。間接業をやっていく上で何

が問題なのか、どういう積算のやり方があってということはもう既にかなり調査はありま

すから、そういうところから入ってくるような議論をやる。 

 今、例で言いましたけれども、そういう議論は人材交流についても、それぞれのブロッ

クごとにあるわけです。ですのでそういう議論をブロックごとにまとめていただいて、そ

のブロックごとにまず優先順位を決めて、落としていけるような仕組みで議論していける。

それで必要に応じては、それこそ自治体の方、いろいろな方も入っていますし、調査もや

っていただいているわけですから、そういう調査の最新の結果を見て、ではそういう提案

をして、新しい解決策が出てくると、どこでつまづいているか、どこがうまくいっている

か、そういう議論ができるような形にしていただきたいと思います。 

○井野内閣府参事官 私は先ほどの議論を聞いていて、その両方を求められているのかと

思ったんですけれども、むしろ前回のペーパーに戻るような論点をつぶしていく議論は後

回しにしておいて、具体的なところをまずやった方がいいという御意見と理解してよろし
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いですか。 

○松原委員 私の意見は、そういう意見です。 

○稲継座長 この点については、ほかの委員はいかがでしょうか。前回のペーパーは、今、

皆さんお手元にはないと思いますが「１．総論」「（１）成果の位置付け・役割」「（２）対

象とする主体」「（３）対象とする連携の範囲」「２．担い手と行政の役割に関する基本的考

え方」「（１）担い手と行政の役割分担」「（２）行政に求められる役割」「（３）担い手に求

められる役割」「３．連携に当たっての基本原則」こういう論点整理を出していただいてい

ました。「１．総論」「（１）成果の位置付け・役割」の中に、英国のコンパクトは、その原

則に基づいた何とかというものがあるんです。だから、この順序でやったとしても、先ほ

どの駒崎委員の言葉を借りればつぶすということは可能かと思います。ただ、その中で宙

に浮いた話だけでは困るので、松原委員がおっしゃったようにいろいろな実例をまとめた

ようなものもここに盛り込んでもらって議論の素材を出してもらう。前回の論点整理の素

案だけだと、非常に宙に浮いた議論しかできないので、もっと具体的な話をたくさん盛り

込んでもらうような議論の進め方にしてはどうかと思うんですけれども、折衷案ですが。 

○松原委員 それに対して、今、話に出た前回の資料１、私は持って来ていないので濱口

委員に借りたんですが、例えば総論１、つまり、つぶすべき論点がこういう形になってい

ます。英国のコンパクトは、その原則に基づいた行動を促すための仕組みがなく、実施へ

のインセンティブが低いとの課題が指摘されているが、実効性をどう担保するか。こうい

うことをつぶすことはかなり難しいと思うんです。英国のコンパクトは、なかなか実効性

が担保されてないと聞いているけれども、どうやって事項性を担保するかということから

入っていって議論していくことは難しくて、では英国のコンパクトはどうして実効性がな

いのかという議論になってしまって、それは余り意味がなかろうという話なんです。 

 ですので、前の論点をつぶすというのは、もし日本の実情に基づいた論点を議論した後

に議論に戻るんだったら可能性はあるんですが、この前の資料１の総論、つまり英国では

という話がずっと続いているわけです。英国では、自治体ごとに細部の異なったコンパク

トがあるけれども、日本ではどんな対応を求められるかとか、そういうことをつぶしてい

くことは余り意味がないと考えるというか、多分つぶせませんので、もう少し日本の実例

で、日本の行政とＮＰＯ法人、公益法人も含めて、いろいろなそういう団体が契約を結ぶ

際に、では実際に契約のときに何が問題なのか。その１はコストの計算、その２は情報の

提供、そういう形で論点を上げていって、その論点に対して法的な基盤はどうなっている

のかとか、さっき岩永委員がおっしゃったように、協働といっても一方的な受託、請負に

なるので、そういう点で協働の仕組みが果たして可能なのか、そういう形で論点をつぶし

ていかないと、永遠に宙に浮いた議論になってしまう。 

 だから、むしろ今のような形で論点を整理していただいて、いろいろな資料があるので、

整理するのはそんなに難しくないと思っているので、整理した上でこれを議論の俎上に上

げていただいて、多分ブロックで整理されると思うので、そのブロックごとに一覧があれ
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ば、このブロックから議論していこう、この会議はこのブロックを議論するのがメインだ

ということで、この会議の優先順位も決まってくると考えるということです。 

○稲継座長 駒崎委員、お願いします。 

○駒崎委員 松原さんの御意見に反対というわけではないんですけれども、例えば英国で

は余り機能していないという話があります。でも日本でも機能してないところもあったり

するわけです。市原委員や稲継座長が御提案してくださったように、うまくいく場合もあ

ればうまくいかないときもあったり、それは国レベルだとどうなのかというところを再三

御意見されていたので、そこは結論出ないかもしれないんですけれども、それは何でうま

くいってないのか、それは日本でも英国でもうまくいってないところがあるんだったら、

そこは話さなければいけないという気は何となくすることが一点です。 

 ただそればかりずっとやっていても、おっしゃるとおり話が進まないので、それはそれ

で座長の方で仕切っていただいて、この議論はここまでと、いろいろ意見が出たけれども、

まとめるとこうだという形で、一つひとつ仕切っていっていただいて、タイムマネージメ

ントしていただいて進めていけば、共存はできるんではないかと思ったので、ある種事務

局と座長の方で、こういう進め方で行こう、論点はこうしようというところでタイムマネ

ージメントしながら意見を聞きつつ進めていくという、ぐいぐいやっていただいていいの

かなと思います。これは一意見ですけれども。 

○稲継座長 ありがとうございます。いろいろ意見をちょうだいしまして、ありがとうご

ざいました。私の感触ではおおむね進め方の合意が取れたんではないかと思いますので、

幾つかの論点を順番に、しかも松原委員のおっしゃるような、非常に具体的な事例を機能

的に盛り込んだ形で議論を進めるということ、そのたたき台を事務局の方でつくっていた

だく。できれば次回、３月上旬の何日になるかわかりませんが、この会議の数日前には皆

さんに一応お示しして、それについての御意見もできたらメールでいただいて、委員資料

としてここに出して議論を、できるだけ実りあるものにしたいと思いますが、そういう進

め方でよろしいですか。 

（「はい」と声あり） 

○稲継座長 それでは、そのようにさせていただきます。どうもありがとうございました。 

 どうぞ。 

○松原委員 議論はそれでＯＫですが、ただ先ほど藤岡オブザーバーの方からワーキング

グループのお話がありましたが、一応社会福祉法人等の情報公開については、参考資料３

の「１．情報開示・発信基盤整備に当たっての課題」の最後の２行に、こうした取組を通

じてＮＰＯをスタートとして非営利法人の情報開示・発信基盤が広がっていくことを期待

するということで、一応視点には入れているということです。 

 ただ、この辺に関しましては、まず第一にパブリック・コメントをやったときに、専門

委員と推進会議の委員の方にパブリック・コメントを同じように意見を求めまして、専門

委員会からは岩永委員、推進会議からは坪郷委員の意見をいただいています。最後のまと
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めの前にもう一度、専門委員、推進会議に御意見をいただくような形を設けたい。これは

まだ決まっていませんがそう思っておりますので、是非最後のまとめの前にそういう御意

見をいただければと思っているところで、そういう形で進めていければと思っています。

よろしくお願いいたします。 

○稲継座長 市原委員、お願いします。 

○市原委員 情報のワーキンググループに関して、１つお願いがあるんですけれども、私

ども愛知県は、平成 21 年度にＮＰＯ法人アピール情報という仕組みづくりを行って、本年

度から運用しているんですけれども、その仕組みを作ったねらいは、まさにこの情報開示・

発信基盤整備の課題をどう克服するかという観点で仕組みづくりを行ったんです。作って、

まだ１年という中で、新しいフォーマット等も示されて、これで全部一からやりなさいと

いう話になると、ちょっと数百万投じてやった愛知県の取組みは何だったんだということ

になってしまいますので、多少の経過措置的な御配慮もいただけるとありがたい。 

 特に新しい公共支援事業絡みの情報開示のこともございますので、その辺りを御要望さ

せていただきたいと思います。 

 以上でございます。 

○稲継座長 ありがとうございました。 

○松原委員 それは了解しました。十分考えていきたいと思います。 

○稲継座長 ありがとうございます。進め方につきましては、先ほど私の方からまとめさ

せていただいたような形で、事務局と相談して進めさせていただきます。次回日程は、一

応３月上旬を検討しておりますが、詳細は事務局より御連絡させていただきます。 

 それでは、本日はこれにて閉会いたします。どうもありがとうございました。 

 

 


